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その他 ・種別が特定できない場合
・火災、停電、建物設備
（エアコン等）の不良等で
利用者の健康状態に影響を
及ぼす恐れがある等

※報告の対象でない場合も事業所内で適切に記録を残すこと

通常の発生動向を上回る感
染症等の発生が疑われ、管理
者等が必要と認めた場合

感染症・食中毒

職員の法令違反
・利用者の個人情報の紛失
・送迎時の飲酒運転
・預かり金の紛失
・横領　・職員による虐待等

※利用者同士のけが等も含みます

送迎中の事故 利用者に影響あり

同一の感染症等により死亡
または重篤な患者が1週間に
2名以上発症した場合

同一の有症者等が10名以上
又は全利用者の半数以上

発生した場合

　事業所敷地外で発見し
利用者に影響あり

報告

医療処置関連
（ﾁｭｰﾌﾞ抜去等）

報告

急な体調変化 死因に疑義が生じる

報告

　事業所建物・敷地内で発
見し利用者に影響あり

報告

　事業所敷地外で発見し
利用者に影響なし

報告

事故発生

転倒・転落・接触
誤嚥・窒息・異食

　※保健所への報告も
行ってください

不明（離設・行方不明）

受診し治療した

受診したが治療なし

受診なし

誤薬・与薬漏れ

　事業所建物・敷地内で発
見し利用者に影響なし



資料2

実施日

□ 事故報告として市に報告すべき案件ですか。

（「小郡市介護サービス事故に係る報告要領」及び事故報告フローチャート参照）

□ 当該利用者への事故対応や家族、関係者への連絡は済みましたか。 　　年　　月　　日

□ 事故の原因や再発防止策についても説明をしましたか。 　　年　　月　　日

□ 小郡市への第一報を速やかに報告しましたか。 　　年　　月　　日

*重大な事故の場合はまず電話等により小郡市へ概要を報告してください。
*「速やか」とは当日中若しくは翌日中を示します。
　遅くとも事故発生から5日以内に提出してください。
*第一報の報告時は、事業所の概要・対象者の概要（いつ・どこで・
　何があったか初期対応はどうしたか・連絡済みの関係期間）
　を報告してください。
*必須項目に限らず、必要な項目は全て記載してください。

□ 事故の原因や再発防止策についても説明をしましたか。

□ 損害賠償等についても説明をし、必要時対応しましたか。 　　年　　月　　日

□ 事故処理の区切りがついたところで、小郡市への最終報告を行いましたか。 　　年　　月　　日

*本報告は第一報から概ね1か月以内に提出してください。
*事故発生後の状況として損害賠償等の状況、本件に対する家族からの
　苦情の有無についても記録をお願いします。
*記録を保存する際は、第一報と本報告の報告内容を併せて管理するよう
　にしてください。

介護保険事業等　事故報告時のチェックリスト


